
1/15 

○守谷市医療福祉費支給に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は，妊産婦，小児，母子家庭の母子，父子家庭の父子及び重

度障がい者の健康の保持増進を図るため，その医療費の一部を助成し，これ

らの者の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。 

（１） 妊産婦 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１５条に規定

する妊娠の届出のあった日の属する月の初日から出産（流産を含む。）の

あった日の属する月の翌月の末日に達するまでの者 

（２） 小児 出生の日から１５歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

の間にある者 

（３） 母子家庭の母子 次に掲げる者をいう。 

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条

第１項に定める配偶者のない女子（以下「配偶者のない女子」という。）

で次に掲げる児童を現に監護している者及びその児童 

（ア） １８歳未満の児童（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日

までの間にある者を含む。） 

（イ） ２０歳未満の児童（２０歳に達する日以後の最初の３月３１日

までの間にある者を含む。以下同じ。）で児童扶養手当法施行令（昭

和３６年政令第４０５号）別表第１に定める障がいの状態にある者 

（ウ） ２０歳未満の児童で別表に定める学校に在学している者 

イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第３条に定める父母のない児童の

うちアの（ア），（イ）及び（ウ）に掲げる児童 
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ウ イに掲げる者を現に養育している配偶者のない女子又は婚姻（婚姻の

届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）

をしたことのない女子 

（４） 父子家庭の父子 次に掲げる者をいう。 

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第２項に定める配偶者のない男

子（以下「配偶者のない男子」という。）で前号ア（ア），（イ）及び

（ウ）に掲げる児童を現に監護している者及びその児童 

イ 前号イに掲げる者を現に養育している配偶者のない男子又は婚姻（婚

姻の届出をしてないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含

む。）をしたことのない男子 

（５） 重度障がい者 次に掲げる者をいう。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規

定により身体障害者手帳（以下「手帳」という。）の交付を受けた者で，

その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第

１５号）別表第５号（以下「省令別表」という。）の１級又は２級に該

当する者（６５歳以上７５歳未満の者は，高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和５７年法律第８０号）第５０条第２号の規定による認定を受

けたものに限る。） 

イ 手帳の交付を受けた者で，その障がいの程度が省令別表の３級に該当

し，かつ障がい名が心臓，じん臓，呼吸器，ぼうこう，直腸，小腸，ヒ

ト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障がいとされる者（６

５歳以上７５歳未満の者は，高齢者の医療の確保に関する法律第５０条

第２号の規定による認定を受けたものに限る。） 

ウ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条に規定する児童相

談所（以下「児童相談所」という。）又は知的障害者福祉法（昭和３５

年法律第３７号）第９条第６項に規定する知的障害者の更生援護に関す
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る相談所（以下「知的障害者更生相談所」という。）において，知能指

数が３５以下と判定された者（６５歳以上７５歳未満の者は，高齢者の

医療の確保に関する法律第５０条第２号の規定による認定を受けたもの

に限る。） 

エ 手帳の交付を受けた者で，その障がいの程度が省令別表の３級に該当

し，かつ，児童相談所又は知的障害者更生相談所において，知能指数が

５０以下と判定された者（６５歳以上７５歳未満の者は，高齢者の医療

の確保に関する法律第５０条第２号の規定による認定を受けたものに限

る。） 

オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和５０年政令第２

０７号）別表第３の１級に該当する特別児童扶養手当の支給の対象とな

った児童 

カ 国民年金法施行令（昭和３４年政令第１８４号）別表１級に該当する

障害年金受給権者（６５歳以上７５歳未満の者は，高齢者の医療の確保

に関する法律第５０条第２号の規定による認定を受けたものに限る。） 

（対象者） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」

という。）は，守谷市の区域内に住所を有する者で，国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号），高齢者の医療の確保に関する法律又は規則で定め

る社会保険各法（以下「社会保険各法」という。）の規定により，医療に関

する給付を受けることができる者（守谷市の区域外に住所を有する者で，国

民健康保険法第１１６条の２の規定により守谷市が行う国民健康保険の被保

険者となる者及び高齢者の医療の確保に関する法律第５５条の規定により茨

城県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者であ

って，かつ，前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に

関する政令（平成１９年政令第３２５号）第９条の規定により守谷市がその
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保険料を徴収する被保険者を含む。）のうち，前条各号のいずれかに該当す

るものとする。ただし，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保

護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）による支援給付を受けている者を除く。 

（医療福祉費の支給） 

第４条 守谷市は，対象者の疾病又は負傷（対象者が妊産婦である場合にあっ

ては，妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷に

限り，対象者が１２歳に達する日以後の最初の４月１日から１５歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間にある者の場合にあっては，入院による

治療が必要となる疾病又は負傷に限る。以下同じ。）について国民健康保険

法，高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に

関する給付（入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下同じ。）

が行われた場合において，その給付の額（これらの法律の規定により，一部

負担金の納付が定められている場合は当該一部負担金に相当する額を控除し

た額とし，高額療養費が支給されることとなる場合は当該支給されるべき額

に相当する額を加えた額とし，附加給付が行われた場合は当該附加給付額に

相当する額を加えた額とする。）が当該医療に要する費用の額に満たないと

きは，規則で定める手続に従い，その者に対し，その満たない額に相当する

額を医療福祉費として支給する。この場合において，当該疾病又は負傷につ

いて児童福祉法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われるとき

は，その給付の額（国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による

被保険者，組合員若しくはその被扶養者が負担すべき額を控除した額とす

る。）を控除した額を医療福祉費として支給するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，対象者（重度障がい者を除く。）が健康保険法

（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項各号に定める病院又は診療所（以
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下この項において「保険医療機関等」という。）において医療を受けた場合

及び同法第８８条第１項に規定する指定訪問看護事業者（以下「指定訪問看

護事業者」という。）による指定訪問看護を受けた場合は，前項の規定によ

り支給する額（以下「支給額」という。）から保険医療機関等及び指定訪問

看護事業者ごとに次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める

額を控除するものとする。 

（１） 入院以外の医療及び指定訪問看護を受けた場合 １日につき６００

円（１日の支給額が６００円に満たない場合にあっては，その満たない額

とし，同一月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において２

回を限度とする。） 

（２） 入院の医療を受けた場合 １日につき３００円（１日の支給額が３

００円に満たない場合にあっては，その満たない額とし，同一月に同一の

保険医療機関等において３，０００円を限度とする。） 

３ 第１項の高額療養費は，国民健康保険法，高齢者の医療の確保に関する法

律若しくは社会保険各法又はこれらの法律に基づく政令及び省令の定めると

ころにより算出された額とする。 

４ 第１項の医療に要する費用の額は，健康保険に関する法令の規定による療

養の給付，保険外併用療養費，療養費，訪問看護療養費，家族療養費及び家

族訪問看護療養費（健康保険に関する法令の規定による入院時食事療養費及

び入院時生活療養費を除く。）の対象となる医療に要する費用の額（６５歳

以上の重度障がい者にあっては，高齢者の医療の確保に関する法律の規定に

よる入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除いた医療，保険外併用療養

費，医療費及び訪問看護療養費の対象となる医療に要する費用の額）とする。

ただし，現に要した費用の額を超えることはできない。 

５ 医療福祉費は，対象者の申請に基づいて支給する。ただし，市長が必要と

認めた場合は，対象者の配偶者又は親権を行う者若しくは後見人その他の者
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で，現に対象者を保護する者（以下「保護者等」という。）の申請に基づい

て支給することができる。 

６ 守谷市は，対象者が規則で定める手続に従い，守谷市が契約した健康保険

法第６３条第３項各号に定める病院若しくは診療所又は薬局（以下この項に

おいて「保険医療機関等」という。）において医療を受けた場合，又は指定

訪問看護事業者による指定訪問看護を受けた場合には，その者が当該医療に

関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を，又は当該指定訪問看護に関し

指定訪問看護事業者に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等

又は指定訪問看護事業者に支払うことができる。 

７ 前項の規定による支払をしたときは，当該医療を受けた者に対し，医療福

祉費を支給したものとみなす。 

（医療福祉費の支給制限） 

第５条 前条の規定にかかわらず，医療福祉費は対象者が次の各号のいずれか

に該当するときは，支給しない。 

（１） 妊産婦にあっては，母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１

５条に規定する妊娠の届出のあった日において，その者若しくはその者の

配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下同じ。）の前年の所得（母子保健法第１５条に規定する妊

娠の届出のあった日の属する月が１月から６月までの者は，前々年の所得

とする。以下この号について同じ。）が所得税法（昭和４０年法律第３３

号）に規定する控除対象配偶者及び扶養親族（以下「扶養親族等」という。）

の有無及び数に応じて，児童手当法施行令（昭和４６年政令第２８１号）

第１条に定める額に同条に規定する児童１人につき加算する額を加算した

額（以下「基準額」という。）以上であるとき又はその者若しくはその者

の配偶者の民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶

養義務者（以下「扶養義務者」という。）で主としてその者の生計を維持
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する者の前年の所得が１，０００万円以上であるとき。 

（２） 小児にあっては，出生の日並びに１歳の誕生日から１５歳の誕生日

までの間の誕生日において，その父若しくは母の前年の所得（出生の日及

び当該誕生日の属する月が１月から６月までの者は，前々年の所得とする。

以下この号において同じ。）が基準額以上であるとき又は小児の父母を除

く扶養義務者で主として小児の生計を維持する者の前年の所得が１，００

０万円以上であるとき。 

（３） 母子家庭の母子及び父子家庭の父子にあっては，対象者としての申

請をした日（以下「届出日」という。）又は７月１日現在において，その

いずれかの者の前年の所得（届出日の属する月が１月から６月までの者に

あっては，前前年の所得とする。以下同じ。）が，扶養親族等の有無及び

数に応じて７月１日（前前年の所得にあっては，前年の７月１日）現在に

おける国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附

則第２８条第１０項の規定によりその例によるものとされる同法第１条の

規定による改正前の国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第６６条第

３項に基づき，国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置

に関する政令（昭和６１年政令第５４号。以下「経過措置政令」という。）

第４６条第４項に定める額以上であるとき又はその扶養義務者で主として

当該母子家庭の母子及び父子家庭の父子の生計を維持するものの前年の所

得が１，０００万円以上であるとき。 

（４） 重度障がい者にあっては，届出日又は７月１日現在において，その

者の前年の所得が所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて，

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第２条第１項に定める額に

５３３，０００円を加えた額以上であるとき又はその者の配偶者若しくは

その扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得が所得

税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて，特別児童扶養手当等の
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支給に関する法律施行令第２条第２項に定める額以上であるとき。 

２ 前項各号に規定する所得の額は，地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第３１３条第１項に規定する総所得金額，退職所得金額及び山林所得金額，

同法附則第３３条の３第５項において準用する同条第１項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額，同法附則第３４条第４項において準用する同条第

１項に規定する課税長期譲渡所得の金額，同法附則第３５条第５項において

準用する同条第１項に規定する課税短期譲渡所得の金額並びに同法附則第３

５条の４第４項において準用する同条第１項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額（同法附則第３５条の４の２第７項において準用する同条第１項

の規定の適用がある場合は，その適用後の金額）の合計額とする。ただし，

前項第１号及び第２号に規定する基準額の算出に当たっての所得の範囲及び

計算方法は，児童手当法施行令（昭和４６年政令第２８１号）第２条及び第

３条の規定の例によるものとし，前項第３号に規定する経過措置政令第４６

条第４項に定める額の算出に当たっての所得の範囲及び計算方法は国民年金

法施行令第６条及び第６条の２の規定並びに経過措置政令第４６条第７項の

規定の例によるものとし，前項第４号に規定する特別児童扶養手当等の支給

に関する法律施行令第２条第１項に定める額及び特別児童扶養手当等の支給

に関する法律施行令第２条第２項に定める額の算出に当たっての所得の範囲

及び計算方法は，特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第５条の規

定の例による。 

３ 第１項各号に規定する前年の所得の生じた翌年の１月１日以後において，

対象者又は配偶者若しくは扶養義務者の財産について地方税法第３１４条の

２第１項第１号に規定する災害等による損失があったとき，又は対象者若し

くは配偶者若しくは扶養義務者に係る同項第２号に規定する医療費の支払が

多額となったときは，規則で定めるところにより計算した額を前年の所得か

ら控除して計算するものとする。 
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（届出） 

第６条 対象者又は保護者等は，規則で定める事項について，速やかに市長に

届け出なければならない。 

（譲渡又は担保の禁止） 

第７条 この条例による医療福祉費の支給を受ける権利は，譲渡し，又は担保

に供してはならない。 

（医療福祉費の返還） 

第８条 市長は，対象者の疾病又は負傷に関し，対象者又は保護者等が損害賠

償を受けたときは，その価額の限度において医療福祉費の全部若しくは一部

を支給せず，又は既に支給した医療福祉費を返還させることができる。 

２ 市長は，偽りその他の不正行為によって，この条例による医療福祉費の支

給を受けた者があるときは，その者から，その支給を受けた額の全部又は一

部を返還させることができる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し，必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，昭和５２年１月１日から施行する。 

（経過規定） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前守谷町医療福祉費支給に関

する条例（以下「旧条例」という。）により医療福祉費の支給の対象者とな

っている者で，旧条例第２条第１号に規定するものについては，その者が１

歳に達するまで，旧条例第２条第２号から第４号までに規定するものについ

ては，昭和５２年６月３０日までの間は，なお従前の例による。 

附 則（昭和５７年１２月２４日条例第２８号） 

（施行期日） 
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１ この条例は，昭和５８年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については，なお，従

前の例による。 

附 則（昭和５８年１月２２日条例第１号） 

この条例は，昭和５８年２月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年９月２７日条例第１７号） 

１ この条例は，昭和５９年１０月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については，なお従

前の例による。 

附 則（昭和６１年６月２４日条例第１６号） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

２ 昭和６０年８月１日からこの条例の施行日前までの間に，この条例による

改正前の守谷町医療福祉費支給に関する条例第３条の対象者となった者につ

いては，その対象者となった日からこの条例による改正後の守谷町医療福祉

費支給に関する条例第５条の規定を適用する。 

附 則（平成３年６月２６日条例第１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については，なお従前

の例による。 

３ この条例による改正後の守谷町医療福祉費支給に関する条例第５条第１項

第１号の規定は，平成３年７月１日以降に出生した乳児について適用し，同

日前に出生した乳児については，なお従前の例による。 

附 則（平成６年９月２２日条例第１８号） 
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１ この条例は，平成６年１０月１日から施行する。 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については，なお従前

の例による。 

附 則（平成７年３月２０日条例第１２号） 

この条例は，平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年９月２２日条例第２７号） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，第２条第１号イ，第５条第

１項第１号及び第２号並びに同条第２項の改正規定は，平成８年１月１日か

ら施行する。 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については，なお従前の

例による。 

附 則（平成８年９月２４日条例第１６号） 

１ この条例は，平成９年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については，なお従前の

例による。 

附 則（平成９年９月３０日条例第１６号） 

１ この条例は，平成１０年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については，なお従前の

例による。 

附 則（平成１０年９月２１日条例第２６号） 

１ この条例は，平成１０年１１月１日から施行する。ただし，改正後の第２

条第５号エの規定は，平成１０年４月１日から適用する。 

２ この条例の適用年月日前の診療に係る医療福祉費支給については，なお従

前の例による。 

附 則（平成１１年３月１９日条例第５号）抄 

（施行期日） 
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１ この条例は，平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年１２月２７日条例第２９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月２８日条例第１５号） 

この条例は，平成１２年４月１日から施行する。 

ただし，第５条第２項の改正規定は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年３月２８日条例第５号） 

この条例は，平成１３年４月１日から施行し，この条例による改正後の守谷

町医療福祉費支給に関する条例第４条第１項及び第４項の規定は，平成１３年

１月１日から適用する。 

附 則（平成１５年３月２５日条例第７号） 

１ この条例は，平成１５年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行期日前の診療に係る医療福祉費支給については，なお従前

の例による。 

附 則（平成１７年９月２８日条例第２７号） 

１ この条例は，平成１７年１１月１日から施行する。 

２ この条例の適用年月日前の診療に係る医療福祉費支給については，なお従

前の例による。 

３ 平成１７年１１月１日から平成１９年３月３１日までの間に給付を受けた

重度障害者等に係る入院時食事療養費については，改正後の条例第４条第１

項の規定に関わらず，標準負担額の２分の１の額を医療福祉費として支給す

るものとする。 

附 則（平成１８年９月２９日条例第２６号） 

１ この条例は，平成１８年１０月１日から施行する。 

２ この条例の施行期日前の診療に係る医療福祉費支給については，なお従前
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の例による。 

附 則（平成１９年３月２７日条例第１９号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の適用年月日前の診療に係る医療福祉費支給については，なお従

前の例による。 

附 則（平成２０年３月２８日条例第１６号） 

１ この条例は，平成２０年４月１日から施行する。ただし，第５条第１項第

４号及び同条第２項の改正規定は，平成２０年７月１日から施行する。 

２ この条例施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については，なお従前の

例による。 

３ この条例施行前の守谷市医療福祉費支給に関する条例（以下「改正前の条

例」という。）第３条の規定による対象者（以下「既対象者」という。）で

あった，６５歳以上７５歳未満の者であって，健康保険法等の一部を改正す

る法律（平成１８年法律第８３号）第７条の規定による改正前の老人保健法

（以下「改正前の老人保健法」という。）の規定による老人医療受給対象者

でない者及び既対象者であって改正前の老人保健法第２５条第７項の規定に

より守谷市が医療を行っていた者については，平成２０年６月３０日までの

間において，改正後の守谷市医療福祉費支給に関する条例第３条の規定にか

かわらず，医療福祉費を支給するものとする。 

附 則（平成２０年３月２８日条例第２３号） 

この条例は，公布の日から施行し，平成１９年１２月２６日から適用する。 

附 則（平成２１年６月２２日条例第２１号） 

１ この条例は，平成２１年７月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については，なお従
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前の例による。 

３ この条例による改正前の守谷市医療福祉費支給に関する条例（以下「改正

前の条例」という。）第３条の規定による対象者であった妊産婦であって，

改正前の条例第４条の規定により守谷市が医療福祉費の支給を行っていたも

のについては，出産（流産を含む。）のあった日の属する月の翌月の末日に

達するまでの間において，この条例による改正後の守谷市医療福祉費支給に

関する条例第３条の規定にかかわらず，改正前の条例第４条の規定による医

療福祉費を支給するものとする。 

附 則（平成２２年３月２９日条例第８号） 

１ この条例は，平成２２年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については，なお従

前の例による。 

附 則（平成２２年６月２１日条例第２２号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２２年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前の診療に係る医療費の助成については，なお従前の

例による。 

（守谷市すこやか医療費支給に関する条例の一部改正） 

３ 守谷市すこやか医療費支給に関する条例（平成１９年守谷市条例第１０号）

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２３年３月２３日条例第２号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例の施行の日前の診療に係る医療費の助成については，なお従前の

例による。 

附 則（平成２６年９月２６日条例第２５号） 

１ この条例は，平成２６年１０月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前の診療に係る医療費の助成については，なお従前の

例による。 

別表（第２条関係） 

１ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する高等学校（同

法第５４条に規定する通信課程並びに同法第５８条に規定する専攻科及び

別科を除く。） 

２ 学校教育法第１条に規定する中等教育学校の後期課程（同法第７０条に

おいて準用する同法第５４条に規定する通信制の課程並びに同法第５８条

に規定する専攻科及び別科を除く。） 

３ 学校教育法第１条に規定する高等専門学校（第４学年以上の者を除く。） 

４ 学校教育法第１条に規定する特別支援学校の高等部 

５ 学校教育法第１２５条に規定する専修学校の高等課程 

６ 学校教育法第１３４条に規定する各種学校のうち外国人学校高等部 

 


